
 

北広島市地域公共交通網形成計画策定内容及び策定体制 

 

 

１ 策定内容 

 

公共交通の実情を踏まえ、今後 5 箇年の目標や基本方針、具体的な施策、計画

の目標（数値目標）を盛り込んだ地域公共交通網形成計画（以後、「形成計画」と

いう。）を策定します。 

策定にあたっては、北広島市総合計画（第 5 次）に掲げる都市像（希望都市・

交流都市・成長都市）の実現を目指すことを基本にしながら、平成 29 年度に策

定を予定している立地適正化計画と連携した計画とします。 

計画期間は、平成 30 年度から平成 34 年度までの 5 箇年とします。 

また、各年度のＰＤＣＡサイクルによる検証を行い、必要に応じて見直しを行

うものとします。 

 

２ 策定体制 

  形成計画の実効性を高めていくため、市民、公共交通事業者、議会、関係団体、

関係機関など、多様な意見を反映させながら策定を進めます。 

 

（１）北広島市地域公共交通活性化協議会【外部組織】 

  形成計画の策定・推進にあたり、市民（公共交通利用者）、公共交通事業者、道

路管理者、公安委員会、学識経験者、行政機関で構成する活性化協議会を組織しま

す。 

 【主な役割】 

・本市における公共交通の在り方の協議 

・形成計画の作成及び実施に係る協議 

・形成計画の進行管理 など 

 【想定スケジュール】 

  ・第 1 回活性化協議会 平成 29 年 2 月 21 日（火） 

  ※平成 29 年度に 3 回程度予定 

 

（２）北広島市地域公共交通活性化協議会 専門部会【外部組織】 

  活性化協議会で出された公共交通に関する課題について協議を行い、形成計画に

登載する基本方針や公共交通施策等を検討するため、専門部会を設置します。 

  ※バス事業の当事者となる事業間の率直な意見交換等を担保するため、会議を非

公開とします。 

 【想定スケジュール】 

  ・平成 29 年度に 5 回程度予定 
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【他市における専門部会の体制】 

 ○千歳市（協議会委員数：23名） 

部会の数 １部会 

構成委員 

６名 

学識経験者（1名）、バス事業者（2名）、北海道運輸局（1名）、 

公共交通利用者（2名） 

協議内容 

・各種調査（市民アンケート、バス乗降調査など）について 

・公共交通に関する施策について 

・バス路線の再編について 

 ○江別市（協議会委員数：21名） 

部会の数 １部会 

構成委員 

８名 

学識経験者（1名）、バス事業者（3名）、北海道運輸局（1名）、 

公共交通利用者（3名） 

協議内容 ※会議非公開のため不明 

  

（３）庁内検討会議【庁内組織】 

  公共交通に関する調査及び検討を行うため、課長職で構成する検討会議を設置し

ます。 

 

（４）市議会 

  形成計画の策定段階や効果検証において適宜報告し意見をいただきます。 


